
公安委員会 令和７年９月10日
秋の全国交通安全運動の実施

報 告 資 料 交 通 企 画 課

１ 目的

国民一人ひとりの交通安全意識の高揚と交通事故防止の徹底を図る目的で「秋の全国

交通安全運動」が実施されることに伴い、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全

確保などを中心とした街頭活動の強化や、飲酒運転根絶に向けた交通指導取締り等

の推進、自転車に関する改正道路交通法の周知等を行い、県内の交通事故防止を図るもの。

２ 秋の全国交通安全運動の内容

⑴ 運動期間

〇令和７年９月21日（日）～同30日（火）〔10日間〕

９月30日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」（全国統一）

⑵ 運動の重点

〇歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進

〇ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進

〇自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

３ 県警察が取り組む主な実施予定施策

⑴ 鹿児島ユナイテッドＦＣホームゲームにおける広報啓発活動の開催

⑵ 鹿児島レブナイズと連携した手上げ横断を推進するキャンペーンの開催

４ 昨年秋の全国交通安全運動期間中の取組

５ 参考（薄暮時における重傷以上の月別交通事故件数〔過去５年〕）

民間有志と警察による夜光反射隊
の結成と啓発活動

飲酒運転撲滅のためのチラシ配布
等キャンペーン

交通少年団と連携した街頭キャン
ペーン
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